
荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策協議会

第８回 
・実 施 日：令和3年5月31日（月） 14:00～15:30 

・場 所：TeamsによるWeb会議方式 

・出 席 者：別紙のとおり 

◆開催状況 

◆協議会の内容 

■「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく荒川水系（埼玉県域）の減災に係る取組方針の改

訂について 

■荒川水系（埼玉県域）の減災に係る取組の実施状況について 

■令和 3年度氾濫危険水位について 

 ・市町別氾濫危険水位 

 ・氾濫開始相当水位 

・災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要 ほか 

■国管理河川における指定河川洪水予報の予測時間延長について 

■簡易型河川監視カメラ及び危機管理型水位計の設置について 

■熊谷地方気象台からの情報提供 

 ・キキクル、HP のリニューアル、ホットライン 

■その他 

・流域治水プロジェクトについて 

・特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律について 

◆取組の事例 
・ 坂戸市より、水のうの配備・配置訓練を行った事例の紹介があった。従来の土のう積みよりも、

設置、撤去共に大幅に効率化できた。 

・川島町より、広域避難計画に必要となる避難場所の整備の取組事例の紹介があった。川島町は全体

が浸水してしまう想定となっているため、水害時には協定を締結した町外の大学、高校、事業所

等への広域避難を推進している。 

・蓮田市より、コロナ禍における感染症対策に留意した避難所開設・運営訓練を実施した事例の紹介

があった。避難所の拡充のため、承諾をいただいた近隣の自治会館への受け入れ訓練を行った。 

・吉見町より、町職員・住民・教員合同でコロナ禍における避難所開設・運営訓練を実施した事例の

紹介があった。また、ハザードマップの説明会を行ってほしいという要望があったため、洪水・

地震・土砂災害ハザードマップを1冊にまとめ、全戸配布を行った。 

◆協議会の結果 
・取り組みを進めていくにあたっての「取組方針の改訂」について合意を得た。鉄道事業者との連携



については引き続き調整を行っていくこととなった。 

・各種取組の実施状況について説明を行った。また、取組事例については、活用しやすいように連絡

先等も記載された様式に変更したため、参考とするにあたり、不明な点等あれば自治体間でも連

携を取って更に取組を進めていただきたい旨、また取組推進にあたっては総務省の「緊急防災・

減災事業債」等の支援制度もあるため、活用頂きたい旨を共有した。 

・ 水位情報や気象情報にかかる取組や今国会で改正された法律の概要等の情報提供などを行った。 

◆質疑応答・意見等 

・ 特になし 

◆その他(事務局より)  

・ 「訓練したことしか本番では実行できない。備えだけでは実行できない。」といった教訓も踏ま

え、防災情報の確認方法については、事前に確認するとともに各機関内で共有してほしい。共有

した情報・事例を活用し、より的確に地域の安全を確保していくために引き続き連携を図ってい

きたい。 
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